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○

船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
責
任
の
限
度
額
等
）

（
責
任
の
限
度
額
等
）

第
七
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
責
任
の
制
限
の
場
合
に
お
け
る

第
七
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
責
任
の
制
限
の
場
合
に
お
け
る

責
任
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

責
任
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

責
任
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
債
権
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
で
あ

一

責
任
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
債
権
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

る
場
合
に
お
い
て
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
し
た
金
額
。
た
だ
し
、
百
ト
ン
に
満
た
な
い
木
船
に
つ
い
て
は
、

よ
り
算
出
し
た
金
額
。
た
だ
し
、
百
ト
ン
に
満
た
な
い
木
船
に
つ
い
て
は
、

一
単
位
の
五
十
万
七
千
三
百
六
十
倍
の
金
額
と
す
る
。

一
単
位
の
三
十
三
万
六
千
倍
の
金
額
と
す
る
。

イ

二
千
ト
ン
以
下
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
単
位
の
百
五
十
一
万
倍
の
金

イ

二
千
ト
ン
以
下
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
単
位
の
百
万
倍
の
金
額

額
ロ

二
千
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
イ
の
金
額
に
、
二
千
ト
ン
を

ロ

二
千
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
イ
の
金
額
に
、
二
千
ト
ン
を

超
え
三
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
六
百

超
え
三
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
四
百

四
倍
を
、
三
万
ト
ン
を
超
え
七
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン

倍
を
、
三
万
ト
ン
を
超
え
七
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に

に
つ
き
一
単
位
の
四
百
五
十
三
倍
を
、
七
万
ト
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
い

つ
き
一
単
位
の
三
百
倍
を
、
七
万
ト
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト

て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
三
百
二
倍
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た

ン
に
つ
き
一
単
位
の
二
百
倍
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額

金
額

二

そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
、
次
に
定
め
る

二

そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
金
額

と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
金
額

イ

二
千
ト
ン
以
下
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
単
位
の
四
百
五
十
三
万
倍
の

イ

二
千
ト
ン
以
下
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
単
位
の
三
百
万
倍
の
金
額



- -2

金
額

ロ

二
千
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
イ
の
金
額
に
、
二
千
ト
ン
を

ロ

二
千
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
イ
の
金
額
に
、
二
千
ト
ン
を

超
え
三
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
千
八

超
え
三
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
千
二

百
十
二
倍
を
、
三
万
ト
ン
を
超
え
七
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一

百
倍
を
、
三
万
ト
ン
を
超
え
七
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン

ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
千
三
百
五
十
九
倍
を
、
七
万
ト
ン
を
超
え
る
部
分

に
つ
き
一
単
位
の
九
百
倍
を
、
七
万
ト
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
一

に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
九
百
六
倍
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を

ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
六
百
倍
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額

加
え
た
金
額

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
責
任
の
制
限
の
場
合
に
お
け
る
責
任
の
限
度
額
は

３

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
責
任
の
制
限
の
場
合
に
お
け
る
責
任
の
限
度
額
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

責
任
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
債
権
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
で
あ

一

責
任
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
債
権
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
単
位
の
百
五
十
一
万
倍
の
金
額

る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
単
位
の
百
万
倍
の
金
額

二

そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
一
単
位
の
四
百
五
十
三
万
倍
の
金
額

二

そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
一
単
位
の
三
百
万
倍
の
金
額

４

（
略
）

４

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）


